
自殺対策のための SNS相談事業に係る協定を締結
～SNS（LINE）を活用した相談体制を強化します～

令和 6年（2024 年）12 月 23 日（月）

自殺対策 SNS 等相談事業における「連携自治体事業」協定

令和 6年 12 月 23 日（月曜日）

電話や面談、訪問による相談方法だけでなく、日常的に利用している SNS を活用し

た相談の機会を確保し、支援が必要なかたを適切な関係機関につなぎ、具体的かつ

必要な支援に繋げることを目的とします。

（１）つなぎ支援の実施

ライフリンクが行う SNS などでの相談者のうち、同意を得られた相談者の情報を

箕面市に提供し、箕面市、ライフリンク及び関係機関が連携して支援を行う。

箕面市（市長：原田 亮）と特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンク（以

下「ライフリンク」という。）（理事長：清水 康之）は、12月 23日（月曜日）に「自殺対策SNS

等相談事業における『連携自治体事業』協定」を締結しました。

本協定は、近年、子どもや若者の自殺者数が増加するなか、支援を必要とするかたを

適切な関係機関につなぎ、必要な支援を受けられる連携体制を整備することについて定

めるものです。ライフリンクが行う SNS 相談などにおいて、同意を得られた相談者の情報

を市に提供し、市、ライフリンク及び関係機関が連携して支援を行います。

今後は、本協定に基づき、電話や面談、訪問による相談方法だけでなく、日常的に利

用しているSNSの活用により、相談機会を確保することで、「誰も自殺に追い込まれること

のない社会」の実現を目指します。
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（２）自殺予防のための相談窓口の周知

SNS相談専用案内カードの配布などによる、相談窓口の周知を行う。

（３）相談支援の質の向上

ライフリンクが開催する意見交換会等に参加し、相談支援の質の向上に努める。

【特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンク】

所 在 地 ： 東京都千代田区九段北四丁目 3番 8号

代 表 者 名 ： 理事長 清水 康之

ウェブサイト ： https://lifelink.or.jp/

【箕面市】

所 在 地 ： 大阪府箕面市西小路四丁目 6番 1号

代 表 者 名 ： 市長 原田 亮

ウェブサイト ： https://www.city.minoh.lg.jp/

問い合わせ先

健康福祉部 地域保健室

TEL 072-727-9507（直通）


